
電話予約で住民票・印鑑証明書が
平日夜間や休日に受け取れます

引っ越ししたら
住所異動を忘れずに

年金受給者が所在不明のときは
届け出が必要です

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

住民票、印鑑証明書
予約場所　受取を希望する本庁
市民課か各支所
　※浦崎支所・百島支所を除く。
予約できる人　証明する人本人
か本人と同一世帯の人
受取ができる人　予約者か予約者と同一世帯の人で
予約者が指定した人
予約方法　受取希望当日（※休日に受取希望の場合は
直前の開庁日）の8：30～17：00に電話で
受取場所　予約した場所の警備室
受取時間	 平日	17：30～21：00
	 休日		９：00～17：00

※予約時に指定してください。
○印鑑証明書を予約した場合は、証明する人の印鑑
登録証
○受取者の、顔写真付本人確認書類（運転免許
証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署発
行のものに限る）

※お持ちでない場合は利用できません。
手数料　１通300円
※お釣りのないようにご用意ください。

市民課（ 0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課（ 0845-26-6208）
御調支所まちおこし課（ 0848-76-2111）
向島支所しまおこし課（ 0848-44-0110）
瀬戸田支所住民福祉課（ 0845-27-2211）

　年金を受けている人の所在が１カ月以上明らかでな
いとき、その世帯の世帯員は、速やかに届け出てくだ
さい。届け出後、受給権者本人に現況申告書が送付
され、その返信がない場合には年金の支払いが一時
停止します。
※その後、所在が明らかになった場合、再開の手続き
が必要になりますので、ご連絡ください。
三原年金事務所（ 0848-63-4111）

マイナンバーカード（個人番号
カード）の交付案内が届いた人
5月9日㈰	8：30～12：00	
※次回は５月23日㈰です。
本庁市民課のみ
※市民課以外の各支所が交付場所になっている人は、
交付日の5日前までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付
案内に同封）
・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（ 0848-38-9166）

■14日以内に住民票の異動届を
　国民健康保険・国民年金・選挙人
名簿への登録や、各種行政サービス
につながる大切な手続きです。
　入学・就職等による引っ越しで住所が変わったら、
14日以内に住民票の異動手続きをしてください。

■住所登録は必ず部屋番号まで
　マンションや寮へお住まいの人は部屋番号まで登録
してください。住所登録が正確でないと、住民票上の
住所を基に郵送する市役所からの大切なお知らせが、
お手元に届かない場合があります。
【例】久保一丁目15番1号　尾道アパート101号

手続き場所　本庁市民課か各支所
受 付 時間　8：30～17：15（土・日・祝日を除く）
○届出人の本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト、マイナンバーカードなど）
○国民健康保険・介護・後期高齢などの保険証
○異動した全員の「マイナンバーカード」（転居・転入
の場合）

※マイナンバーカードの変更には暗証番号が必要。
※本人か世帯主以外の人が届出する場合は委任状が
必要。

※他市町村から尾道市への転入届をするときは、他市
で発行された「転出証明書」が必要。

※「マイナンバーカード」にも最新の住所を記載する必要
があります。転居や転入の手続きには、忘れずお持ち
ください。
※不明な点は事前にお問い合わせください。
市民課（ 0848-38-9102）
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スズメバチの巣作りを防ぎましょう

上下水道局「料金・検満メーター取替業務」を
委託しています

密集地火災を防ぐために
住宅用火災警報器の設置を

■料金業務

受託者　フジ地中情報㈱広島支店
電話・窓口業務、閉開栓異動業務、検針業務、調定・請求業務、収納・
還付業務、滞納整理業務
上下水道局庶務課（ 0848-37-9300）

■検満メーター取替業務

受託者　尾道管工事協同組合
有効期限満了になる水道メーターの取替（偶数月に実施）
※業務従事者は、上下水道局発行の「名札」と「検満メーター取替業務受託
者証」を携帯しています。
上下水道局水道工務課（ 0848-37-9302）

　火災発生時に消火活動が困難で延焼の
恐れが高い住宅密集地域に、「多機能型住
宅用火災警報器」の設置を行います。
　「多機能型」とは、光と音声で外部に火災
発生を知らせるタイプのもので、火災の早期
発見と早期避難、延焼拡大を防ぐために効
果的です。
消防局で指定した住宅密集地域に居住する75歳以上のみの世帯等
※対象者には、消防局からお知らせします。
消防局予防課（ 0848-55-9123）

浄化槽を管理している人は
年に1回法定検査を
　浄化槽は微生物の働きを利用し、	
トイレの排水や生活排水をきれいに
しています。
　浄化槽を正常に機能させるため、	
保守点検、清掃、法定検査が義務付
けられており、令和3年度は、効率化
検査（小型合併浄化槽5,000円、単
独浄化槽5,000円（10人槽以下の場
合））を行います。
検査機関　（公社）広島県環境保全セ
ンター【ガイドライン検査】、（公社）	
広島県浄化槽協会【効率化検査】
※浄化槽の休止、廃止、管理者変更を
する場合は、届け出をしてください。
上下水道局下水道課

（ 0848-29-7010）

植えてはいけない「けし」や
大麻栽培に注意
　「けし」は、葉や茎が白っぽい緑色
で、茎は太く、ほとんど無毛で、葉は
茎を巻き込むように付いているのが
特徴です。「けし」や大麻は、麻薬成
分を含むため、法律で栽培が禁止さ
れているものがあります。見かけたり
判断がつかなかったりするときは、ご
連絡ください。
広島県東部保健所生活衛生課
（ 0848-25-2011）

消防団員募集

　災害や不測の事態への迅速な対応
には、地域の事情に精通している消
防団が必要です。
　年齢18歳以上60歳未満で、市内
に居住か、勤務している人であれば
入団できます。最近では、女性の入団
も増えています。
地元消防団、消防局警防課

（ 0848-55-9122）

　スズメバチの女王バチが
巣を作り始める4～5月頃
に、トラップ（わな）を設置
し、女王バチを捕獲して巣
作りを食い止めましょう。
※6月以降はかえっておび
き寄せることになるため、
トラップの設置はやめま
しょう。
※トラップの中のハチが生
きている場合は、危険な
ため、取り出さないでく
ださい。

トラップの作り方
　1.5〜2リットルのペットボトルに約3cmの正
方形を描き、H型の切り込みを入れる。上側を外
に、下側を中に折り、
上側を黒く塗る。 誘
引液 （酒150ml・酢
50ml・砂糖75g）を
入れ、木の枝など、高
さ2〜4m位のところ
に吊り下げる。

環境政策課
（☎0848-38-9434）

約3cm

H型に切り込み。

下側の切り込みは、内側に曲げると、
入ったハチが出にくくなります。

上側の切り込みは、
　　　　外側に折り曲げます。
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